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Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

  当社は、会社法第３６２条第５項に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務
並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の

会社の業務の適正を確保するための体制の構築に関する基本方針 
（会社法第３６２条第４項第６号後段
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Ⅴその他 
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